
新潟市こども計画素案の事務局修正資料

No ページ 項目名 担当課 事務局対応

1 1 １　計画策定の背景と趣旨 こども政策課
4段落目の2行目、「質の高い幼児期の」を「幼児期における質の高い」に
修正しました。
また、7段落目の１行目、「取り組み」を「取組」に修正しました。

2 3～4
これまでの新潟市の動向と主な

取組
こども政策課 各年度の動向・主な取り組みを追加、修正。

3 5
２．１ 計画の位置づけ

包含する計画
こども政策課

「子どもの貧困対策の推進に関する法律第９条」を、「こどもの貧困の解
消に向けた対策の推進に関する法律第10条」に修正しました。

4 9 ３．１ 基本理念 こども政策課
２行目「において、」を、「では」とし、３行目「として、」を「ことから」とし、７
行目「将来像として」を「将来像の」に修正しました。

5 17
（５）児童相談所保護児童の意

見聴取
こども政策課

聴取方法について、「児童心理司又は児童福祉司」を、「児童福祉司又
は児童心理司」に変更しました。

6 20 ①総人口の推移 こども政策課

説明文冒頭に、「五年ごとに実施される国勢調査に基づく」を加え、「平
成12年以降」を「平成12年から平成２７年まで」とし、「平成17年以降減少
傾向」を「平成17年以降は減少傾向」とし、「「710,425人を見込んで」を、
「710,425人と推計されて」とし、「進行する見込みとなっています。」を、
「進行すると見込まれています。」に変更しました。

7 17
③　こどものいる一般世帯の世

帯構成の割合
こども政策課

「構成としては核家族世帯の割合が増加、3世代同居世帯は減少してい
ます。」を「構成としては核家族世帯の割合が増加しています。」に変更
しました。

8 22
①保育園、幼稚園の児童数の

推移
こども政策課

「①保育園、幼稚園の児童数の推移」を「①保育所等における児童数の
推移」に修正

また、本文中、「子ども・子育て支援新制度」を「子ども・子育て支援制
度」に、「幼稚園児数」を「幼稚園児童数」に、「認定こども園児数」を「認
定こども園児童数」に修正しました。

9 19
①　出生数及び合計特殊出生

率の推移
こども政策課

「平成27 年をピークに低下しています。 全国や県も同様に平成28年か
ら低下の傾向となっています。」を「全国や県と同様に平成27 年をピーク
に低下しています。 」に変更しました。
グラフの年の部分の内、「H31」を「R1」に変更しました。

10 25 ②　50歳時未婚率の推移 こども政策課
「令和２年の男性平均が26.5%、女性平均が17.4%」を「令和２年は男性が
26.5%、女性が17.4%となっています。」に変更しました。

11 27
①　就業者数、女性就業者の人

数・割合
こども政策課

「平成27年以降再び減少傾向にあります。また、就業者全体に占める女
性就業者の人数・割合も同様に増加しており、平成7年の171,973人
（42.0%）から令和２年には176,660人（46.7%）となっています。」を「平成27
年から令和２年にかけて再び減少しています。また、就業者全体に占め
る女性就業者は、平成7年の171,973人（42.0%）から令和２年には176,660
人（46.7%）と人数・割合とも増加しています。」に変更しました。

12 28
③　こどもの年齢別夫婦の就業

状態
こども政策課

「９歳から」を「８歳から」に修正しました。
また、表の年齢の表記を「６～８歳未満」、「９～11歳未満」、「12～14歳
未満」、「15～17歳未満」をそれぞれ、「５～８歳未満」、「８～11歳未満」、
「11～14歳未満」、「14～17歳未満」に修正しました。

13 30
（２） 子育てで日ごろ悩むこと、
気になること（「就学前児童調

査」「小学生調査」）
こども政策課

「就学前児童では「子どもの食事や栄養に関すること」が小学生よりも20
ポイント近く高く、また「子どもの病気に関すること」が小学生よりも10ポ
イント以上近く高い関心があります。」を「就学前児童では「子どもの食事
や栄養に関すること」が小学生よりも20ポイント以上高く、また「子どもの
病気に関すること」が小学生よりも10ポイント以上高くなっています。」に
修正しました。

14 31
（３） ソーシャルサポートで期待
できる方の有無（「就学前児童

調査」）
こども政策課

「「子育ての手伝い」、「家事の手伝い」、「子どもを預ける」において、」を
「いずれの項目においても」に修正しました。
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15 32
（４） 子育て情報で欲しい内容
（「就学前児童調査」「小学生調

査」）
こども政策課

「そのほか「子どもや親が行ける遊び場情報」「親子で楽しめるイベント
情報」が４割以上で多くなっています。」を「次いで「子どもや親が行ける
遊び場情報」が５割以上、「親子で楽しめるイベント情報」が４割以上と
なっています。」に修正しました。

16 34

（６） 平均理想子ども数・平均予
定子ども数、子どもの数が理想
よりも少ない理由（「就学前児童

調査」「小学生調査」）

こども政策課
「理想よりも少ない理由をうかがったところ、」を「については、」に変更
し、「経済的負担など、」を「経済的負担、」に修正しました。

17 45
６．１ 施策方針

本文
こども政策課

「３つの施策方針を定め、分野別に合計１９の施策で構成します。」を、
「３つの施策方針を定めます。また、こども・若者や子育て家庭を取り巻く
状況と課題を踏まえ、分野別に合計１９の施策を策定します。」に変更し
ました。

18 46，72
施策方針２　施策２－２

施策２－２
それぞれのタイトル

こども政策課
「妊娠・出産・育児のための切れ目ない多様な支援と相談体制の充実」
を、「妊娠・出産・子育てのための切れ目ない多様な支援と相談体制の
充実」に修正しました。

19 50
【取組１】こどもの権利の普及・

啓発
こども政策課

「身近な大人」を、「権利の主体であるこども自身の理解はもとより、こど
もに関わりのあるおとな」に修正し、また、「権利の主体であるこどもたち
のほか、」を「継続的」に修正しました。

20 51
【取組３】自由に意見を表明し社

会に参加するしくみづくり
こども政策課 ２行目の「権利主体」を、「権利の主体」に修正しました。

21 54
【取組３】こども・若者が活躍でき

る機会づくり
こども政策課

タイトルを、活躍の場面をと広く位置づけたいことから「国内外」を追加
し、、活躍できる素地を培う目的から、「機会」を「基盤」に変更しました。

変更後：【取組３】こども・若者が国内外で活躍できる基盤づくり

22 63
施策１－５
【取組１】

こども政策課
【取組１】の主な事業のうち、子育て短期支援事業に（こどもショートステ
イ）を追加。母子健康手帳の交付を削除

23 67
施策１－６
【取組３】

こども政策課
事業自体はR6年度に完了することから、「◇こどもの性被害防止対策事
業」を削除しました。

24 70
施策２－１
【取組１】

こども政策課 【取組１】の主な事業のうち、思春期等相談事業を削除

25 72
施策２－１
【取組４】

こども政策課 【取組４】の主な事業に、男性の家庭活躍推進事業を追加

26 74～75

施策２－２
【取組２】切れ目ない相談支援・
情報提供体制の構築、【取組３】
切れ目ない母子保健施策の推

進

こども政策課

【取組１】の主な事業のうち、「育児相談」について、ほっとステーション
（こども家庭センター）に副前れることから削除しました。
【取組２】の主な事業に、産後ケアやこんにちは赤ちゃん等を追加しまし
た。

27 78
【取組３】多様な保育サービスの

充実
こども政策課

「【取組３】多様な保育サービスの充実」を、「【取組３】多様な保育・子育
て支援の充実」に修正しました。

28 84～85
ｐ８４　施策推進の背景

P85 取組１
こども政策課

P84の「施策推進の背景」における第3段落のうち、「既にこどもの居場所
となっている児童館」の次に、「・児童センター」を追記しました。

同様にＰ85の「取組１」の１行目、「こどもたちが安心して過ごせる居場所
づくりに向け、児童館」の次に、「・児童センター」を追記しました。

29 89
【取組２】成年年齢を迎える前に
必要となる知識に関する情報提

供や教育
こども政策課

「～能力を身に付けることができる学習活動に取り組みます。」を「能力
を身につけることができる教育活動を進めます。職場体験活動や就業体
験活動（インターンシップ）などの体験を通して、子どもが主体的に自分
の「ライフデザイン」を描くことができる学習活動を行います。」に修正しま
した。

また、主な事業のうち、「市立高等学校・中等教育学校後期課程のキャ
リア教育推進事業」を、「市立小中学校・中等教育学校（前期課程・後期
課程）・高等学校・特別支援学校のキャリア教育推進事業」に修正しまし
た。
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30 93
【取組１】若者の進学チャンスの

確保
こども政策課

タイトルの「チャンス」について、本文で用いていますが、タイトルでは重
みをもたせるため「機会」としました。

変更後：【取組１】若者の進学機会の確保

31 94 施策の成果指標 こども政策課
成果指標のうち、「所定外労働時間数」と、「働き方改革推進・実践企業
ネットワークに参画する企業数」について、p107の成果指標と重複してい
るため、削除しました。

32 99

【取組１】幼児教育・保育にかか
る経済的負担の軽減

【取組２】中等・高等教育にかか
る経済的負担の軽減

こども政策課

【取組１】、【取組２】について、主な事業も含め重複する部分が多いた
め、まとめて一つの項目としました。

変更後：【取組１】幼児期から高等教育までの子育てや教育等にかかる
経済的負担の軽減
　教育費の負担が理想のこども数を持てない大きな理由の一つとなって
いるとの実態を鑑みて、幼児教育・保育サービスにかかる利用料等軽減
や義務教育期における就学援助、高等教育段階の修学支援や、住宅支
援などにより、幼児期から高等教育段階まで切れ目のない負担軽減に
取り組みます。

33 101

施策３－２　タイトル
子育て支援の人材育成と活用、
家庭の子育て力向上のための

支援

こども政策課

「子育て支援の人材育成と活用、家庭の子育て力向上のための支援」
を、「地域における子育てと家庭の子育て力向上のための支援」に修正
しました。
※前回資料での直し漏れです。

34 102
施策３－２
【取組１】

こども政策課 【取組１】の主な事業のうち、児童の発達支援を削除しました。

35 106
施策３－３
【取組３】

こども政策課 【取組３】の主な事業のうち、安産教室を削除しました。

36 108 施策の成果指標 こども政策課
「ひとり親家庭等就業・自立支援センター等が行うSNS等での情報配信
数」の下欄、「現状数値の出店」を「現状数値の出典」に修正しました。

37 110 【各区の人口】表 こども政策課
教育・保育施設数について、修正しました。また、「※」印の補足にある
年の誤りを修正しました。

38 111～１13 【必要な量の見込み】表 こども政策課 各ページの表頭に「1号」、「2号」、「3号」の行を追加しました。

39 114 【保育利用率の目標値の設定】 こども政策課 新たに、保育利用率の目標を追記しました。

40 115
「量の見込み」と「確保の方策」

表
こども政策課

表中の「本市事業名称」のうち、「新潟市地域子育て相談機関」を、「新
潟市地域子育て相談機関事業」に修正しました。

41 117
②　地域子育て支援センター事

業
こども政策課

「取り組みの方向性」のうち、「施設数の見直しや」を重複のため削除し
ました。

42 123
⑧-１　一時預かり事業〔保育施

設によるもの〕
こども政策課

「現状と課題」の接続詞の修正。
また、表頭の表記の修正と、江南区と全市の確保の方策の数値を修正
しました。

43 124
⑧-２　一時預かり事業〔幼稚園
及び認定こども園によるもの〕

こども政策課
「現状と課題」の接続詞の修正。
また、表頭の表記を修正しました。

44 125 ⑨　延長保育事業 こども政策課 表頭の表記を修正しました。

45 126 ⑩　病児・病後児保育事業 こども政策課 表頭の表記を修正しました。

46 132
⑰　こども誰でも通園制度（新

規）
こども政策課 表中、西蒲区確保の方策の数値を修正しました。
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47 133
⑱　新潟市地域子育て相談機

関事業（新規）
こども政策課

現状と課題のうち、「実施期間」を「実施機関」に修正しました。
また、表頭の表記を修正しました。

48 134
４．１（１） 認定こども園への移

行支援・普及に係る考え方
こども政策課

新たに「【認定こども園に移行する場合における需給調整】」を追加し、移
行に関する認可・認定の考え方を記載しました。

49 134
４．２ 子育てのための施設等利

用の円滑な実施の確保
こども政策課

末尾に「また、特定子ども・子育て支援施設等が適切に運営されるよう、
新潟県と情報共有を図りながら、指導監査などを行います。」を追記しま
した。

50 135
４．３ 指針に基づく任意記載事

項に係る事業
（２） ①

こども政策課
３段落目、「また、令和4年度の～」を「さらに、令和４年度の～」に変更し
ました。

51 136
（４）② 教育・保育に係るスタッ
フの資質の確保・向上に関する

考え方
こども政策課

「資質の向上を図るための研修の機会を確保します。」を、「資質の向上
を図るため、市内教育・保育施設及び保育関係者を対象とした合同研修
会を実施するなど、研修の機会を確保します。」に変更しました。
また、末尾の「引き続き進めていきます。」を「引き続き進めます。」に変
更しました。

52 136～137
（５） 関係機関相互の連携の推

進に関する事項
こども政策課

新たに（５）として「関係機関相互の連携の推進に関する事項」を追加し、
①および②（１）、（２）、（３）を追加しました。
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